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肝炎治療特別促進事業における核酸アナログ製剤治療の更新申請簡素化 

核酸アナログ製剤治療を開始したB型肝炎患者の多くが長期投与を続けており、かつ、病態の変化が殆ど無いにも
かかわらず、毎年の病態認定のために医師の診断書（あるいはそれに代わるもの）を提出し、認定協議会の認定
を受ける必要がある 

更新申請において、 
・医師の診断書（あるいはそれに代わるもの） 
・認定協議会の開催        が、必要 

数年（3年以内）は診断書（あるいはそれに代わる
もの）ではなくお薬手帳の提出のみとし、認定協
議会の開催を省略できるようにしてはどうか 

現状の課題 

現行 改善案 

患者 医療機関 都道府県 市役所 

保健所 

住民票 
課税証明書等 

申請 

診断書（毎年） 

更新の認定 

認定協議会 
 
 
認定 

あるいはそれに代わるもの 
  （検査結果、お薬手帳） 

1年目 2年目 3年目 4年目 

交付申請書 ○ ○ ○ ○ 

医師の診断書 ○ - - - 

検査結果 - - - ○ 

お薬手帳 - ○ ○ ○ 

被保険者証の写し ○ ○ ○ ○ 

住民票の写し ○ ○ ○ ○ 

課税証明書等 ○ ○ ○ ○ 

認定協議会の開催 ○ - - ○ 

※課税証明書等については、個人番号の活用が可能 

1年目 2年目 3年目 4年目 

交付申請書 ○ ○ ○ ○ 

医師の診断書 ○ - - - 

検査結果 - ○ ○ ○ 

お薬手帳 - ○ ○ ○ 

被保険者証の写し ○ ○ ○ ○ 

住民票の写し ○ ○ ○ ○ 

課税証明書等 ○ ○ ○ ○ 

認定協議会の開催 ○ ○ ○ ○ 

※課税証明書等については、個人番号の活用が可能 



「平成29年度の地方からの提案等に関する対応方針」(抜粋) 
 

地方分権改革推進本部決定（平成29年12月26日） 



肝炎治療特別促進事業におけるB型慢性肝疾患に対する 
インターフェロン療法への助成回数増加 

B型慢性肝疾患へのインターフェロン治療に対して、助成回数は1回まで認めており、不成功の者
は2回目以降の助成が受けられない 

インターフェロン治療の2回目の助成を受
けることができるのは、これまでペグイン
ターフェロン製剤による治療を受けたこと
がない者が同製剤の治療を受ける場合とす
る 

以前、ペグインターフェロン製剤による治
療を受けたことがある患者に、同製剤によ
る2回目の治療に対しても医療費助成を認
めてはどうか 

現状の課題 

現行 改善案 



重症化予防推進事業における医師の診断書省略 

肝炎治療特別促進事業等の他の事業で過去1年以内
に診断書の提出を受けている場合、診断書の提出を
省略できることとしてはどうか 
 
肝炎患者支援手帳等に記載された病名など、様式例
に示す診断書以外のものでも、都道府県が病態を確
認できると認める方法で申請できることとしてはど
うか 

患者 医療機関 都道府県 市役所 

保健所 

住民票 
課税証明書等 

申請 

診断書 
 
領収書  （毎回） 
明細書  （毎回） 

定期検査費用の助成を受けるために、初回は医師の診断書が必要とされている 

助成の申請に医師の診断書が必要 

現行 改善案 

現状の課題 

（2回目以降は病態に 
 変化が無ければ省略可） 

（肝炎治療特別促進事業で 
 提出したものと同一年度、 
 同様の内容なら省略可） 



肝炎治療特別促進事業（インターフェロンフリー） 重症化予防推進事業（定期検査） 


